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基礎形成期 資質向上・充実期 資質発展・円熟期

は指定研修、 は希望研修を示す。指 希

指

※ ○初任者・新規採用…全校種 ○２年目…小学校・中学校・高校 ○３年目…幼稚園等・高校・特別支援学校・学校事務職員
○４年目…小学校・中学校 ○５年…幼稚園等 ○６年目…小学校・中学校・高校・特別支援学校・養護教諭・実習教員(6･7年目)
○中堅…幼稚園等・小学校・中学校・高校・特別支援学校・養護教諭・実習教員（栄養職員 隔年）

教科・領域研修

職種・職務研修
（例）県立学校公仕研修 学校事務職員スキルアップ研修講座
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学校経営ステップアップ研修講座 学校組織マネジメント推進研修講座

希 学校・地域のリーダー養成研修
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（例）新任生徒指導主事研修 保健主事研修講座

（例）はばたく群馬の指導プランⅡ研修講座 国語科研修講座

ライフステージごとの教員育成指標

キャリア段階Ⅰ キャリア段階Ⅲキャリア段階Ⅱ
管理職

公開講座（一般県民を含む希望者を対象）
（例）キャリア教育を考える
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（例）新任校長研修
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令和３年度ぐんま教職員ステージアップシステム

（例）若手教員のための
学校運営参画研修講座

教育研修員研修
（特別研修 長期研修 長期社会体験研修）
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受容的・共感的な態度で児童生徒に接し、
一人一人の状況を理解する。

学年や学校の生徒指導上の課題を踏まえ、
一人一人の悩みや不安等を理解する。

児童生徒を取り巻く環境の変化等を踏ま
え、学校全体の児童生徒の状況や課題を
多面的に把握する。

児童生徒の個別の課題を理解し、問題行
動や学習・生活上の困難の早期発見・即
時対応を行う。

児童生徒が抱える課題や困難を分析し、
学年組織を生かして自己指導能力を高め
る取組を行う。

部会等を機能させ、担当者間の調整を図
りながら、組織的な指導・支援を推進す
る。

学習指導における生徒指導を通して、互
いに認め合える学級づくりを行う。

学級・学年集団の特質を生かし、よりよ
い人間関係を形成しようとする態度を育
む取組を行う。

学校の課題や児童生徒を取り巻く環境の
変化をとらえ、全校体制による生徒指導
を推進する。

カウンセリングマインドをもって児童生徒を理解し、信頼関係を築く。

報告・連絡・相談を密にし、他の教職員や保護者、医療・福祉等の関係機関と情報の共有を図る。

組織の一員としての自覚をもち、連携・
協力しながら自分の役割を果たす。

関係する分掌の担当者等と組織的な連携
を図り、具体的な支援や提案を行う。

工夫改善や精選の視点をもって学校経営
に参画し、様々な組織等と調整を図りな
がら解決策を企画し提案する。

保護者や地域等との連携の重要性を認識
し、適宜、家庭との情報の共有を図る。

保護者や地域等との連携を深め、必要に
応じて関係機関と協働して対応する。

学校の課題を把握し、保護者や地域、関
係機関等との協働体制を構築する。

危機管理マニュアル等に基づき、事案発
生時の対応方法について理解する。

危機を予測して未然防止を図るとともに、
事案発生時には連絡･調整役として迅速
に行動する。

校内の危機管理体制を点検し、事故等の
未然防止に向けて周囲に具体的な指示や
助言を与える。

ＯＪＴを推進し、周囲の教職員の資質向上に向けて指導・支援を行う。

地域の歴史や産業等を理解し、地域への愛着等を育む指導に生かす。

学習指導要領の内容を理解し、指導目標
を明確にして系統性を踏まえた指導計画
を立案する。

学校の指導方針及び児童生徒の実態や習
熟度に応じた指導計画を立案する。

全教育課程をとらえ、他教科等の学習内
容や系統性、学校段階等間の接続を踏ま
えた指導計画を立案する。

発問、教材・教具、ICTの活用等､基本的
な指導技術を身に付け、本時のねらいの
達成に向けて授業を展開する。

児童生徒の反応や言動を的確にとらえ、
状況に応じて臨機応変に授業を展開する。

学校全体の学習上の課題について、その
解決に向けた具体的な手立て等を提案す
る。

評価規準に基づく評価を行い、一人一人
の学習状況及び自己の授業の課題を把握
する。

学習状況を多面的に評価して課題を把握
し、実践的指導力の向上に努める。

学校全体の学習上の課題を把握し、教育
課程の改善に向けて具体策を提案する。

特別な配慮を必要とする児童生徒に留意
して指導を行う。

特別な配慮を必要とする児童生徒に組織的かつ計画的な指導を行う。

教科等横断的視点を踏まえて、指導計画の立案、評価・改善を図る。

児童生徒の学びの実態を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進する。

（令和3年4月より適用）


